
山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
二
三

山
梨
県
公
報

第
五
百
十
四
号

令
和
六
年

十
月
三
十
一
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
広
域
連
合
の
規
約
の
一
部
変
更
の
許
可	

四
二
三

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新	

四
二
三

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定	

四
二
六

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定	

四
二
七

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

四
二
九

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

四
二
九

公

告

○
公
共
測
量
の
終
了	

四
三
〇

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

四
三
〇

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

四
三
〇

そ

の

他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示	

四
三
二

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
長
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
規

約
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
九
十
一
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
十
月
二
十
三
日
付
け
で
許
可
し
た
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

白
鳳
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

白
鳳
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

韮
崎
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
及
び
南
巨
摩
郡
早
川
町
（
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進

課
、
中
北
林
務
環
境
事
務
所
及
び
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

二
万
二
百
九
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

大
規
模
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
を
含
め
た
南
ア
ル
プ
ス
地
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
主
峰
で
あ
る
北
岳
（
標
高
三
千

百
九
十
三
メ
ー
ト
ル
）
を
含
む
白
根
三
山
（
北
岳
、
間
ノ
岳
（
標
高
三
千
百
九
十
メ
ー
ト
ル
）

及
び
農
鳥
岳
（
標
高
三
千
二
十
六
メ
ー
ト
ル
）
）
、
仙
丈
ヶ
岳
（
標
高
三
千
三
十
三
メ
ー
ト

ル
）
及
び
鳳
凰
三
山
（
薬
師
ヶ
岳
（
標
高
二
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
）
、
観
音
ヶ
岳
（
標
高
二

千
八
百
四
十
メ
ー
ト
ル
）
及
び
地
蔵
ヶ
岳
（
標
高
二
千
七
百
六
十
四
メ
ー
ト
ル
）
）
を
中
心
と

し
た
高
山
帯
の
地
域
で
あ
り
、
中
心
部
に
は
野
呂
川
が
流
れ
地
形
は
急
峻
で
谷
が
深
い
。

　

当
該
区
域
は
、
山
地
帯
か
ら
高
山
帯
の
植
生
に
当
た
る
。
山
地
帯
に
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ

等
の
落
葉
広
葉
樹
及
び
ウ
ラ
ジ
ロ
モ
ミ
等
の
針
葉
樹
が
多
く
生
育
し
、
野
呂
川
流
域
に
は
、
カ

エ
デ
類
も
多
く
生
育
す
る
。
亜
高
山
帯
で
は
、
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
及
び
コ
メ
ツ
ガ
が

優
占
す
る
が
、
明
る
い
草
地
に
は
ミ
ヤ
マ
ハ
ナ
シ
ノ
ブ
等
の
貴
重
な
植
物
も
あ
る
。
森
林
限
界

を
越
え
た
高
山
帯
で
は
、
ハ
イ
マ
ツ
が
優
占
す
る
。
高
山
帯
に
は
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
、
ホ
ウ
オ

ウ
シ
ャ
ジ
ン
等
の
日
本
列
島
で
も
特
定
の
地
域
の
み
に
生
育
す
る
貴
重
な
植
物
が
多
く
分
布
す

る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
タ
ヌ
キ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
等
、
ま
た
、

小
型
哺
乳
類
で
は
高
山
性
の
オ
コ
ジ
ョ
の
ほ
か
希
少
な
ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ

及
び
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ラ
イ

チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
ヌ
ワ
シ
、
国
内
希
少
野
生
動
物
種
で

あ
る
ク
マ
タ
カ
が
生
息
す
る
な
ど
、
鳥
類
相
に
お
い
て
は
県
内
で
最
重
要
な
区
域
で
あ
る
。
ま

た
、
イ
ワ
ヒ
バ
リ
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
、
コ
マ
ド
リ
、
ビ
ン
ズ
イ
等
の
高
山
・
亜
高
山
性
の
種

か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
の
低
山
帯
の
種
ま
で
確
認
さ
れ
る
な
ど
多
種
多
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㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

南
ア
ル
プ
ス
市
立
芦
安
小
学
校
及
び
同
市
立
芦
安
中
学
校
が
行
う
自
然
環
境
教
育
等
の
活

動
を
支
援
す
る
。

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

三　

大
菩
薩
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

大
菩
薩
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

千
三
百
七
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
山
地
帯
か
ら
亜
高
山
帯
の
植
生
に
当
た
る
。
山
地
帯
に
当
た
る
部
分
は
、
ミ

ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
、
オ
オ
イ
タ
ヤ
メ
イ
ゲ
ツ
等
の
落
葉
広
葉
樹
等
の
自
然
林
の
ほ
か
、
カ
ラ
マ
ツ

植
林
地
も
多
い
。
亜
高
山
帯
で
は
、
大
菩
薩
峠
（
標
高
千
八
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル
）
を
中
心
と

し
た
尾
根
沿
い
地
域
に
シ
ラ
ビ
ソ
及
び
コ
メ
ツ
ガ
が
優
占
し
た
林
が
広
が
っ
て
い
る
。
大
菩
薩

峠
か
ら
大
菩
薩
嶺
に
か
け
て
は
、
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
が
優
占
し
た
広
い
草
原
に
な
っ
て
お
り
、
部
分

的
に
ダ
ケ
カ
ン
バ
や
ジ
ゾ
ウ
カ
ン
バ
が
生
育
す
る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
等
、
ま
た
、
小
型
哺
乳
類
で
は

ヤ
マ
ネ
、
ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
メ
ボ
ソ
ム
シ

ク
イ
、
コ
ル
リ
等
の
亜
高
山
帯
の
種
か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
等
の
低
山

帯
の
種
ま
で
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

　

以
上
の
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
豊
か
な
森
林
資
源
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
生

息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

四　

笊
ケ
岳
鳥
獣
保
護
区

様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス

の
中
で
も
最
も
個
体
数
が
多
い
区
域
で
あ
る
。
当
該
区
域
に
生
息
し
、
又
は
生
育
す
る
動
植
物

は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
等
の
遺
存
種
を
は
じ
め
、
キ
タ
ダ
ケ
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
等
の
希
少

な
固
有
種
が
多
く
、
国
内
で
も
有
数
の
自
然
環
境
を
有
す
る
区
域
で
あ
る
。

　

以
上
の
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
豊
か
な
森
林
資
源
に
生
息
す
る
多
様
な
鳥

獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

二　

芦
安
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

芦
安
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

七
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
御
勅
使
川
の
南
側
に
位
置
し
、
垂
直
分
布
で
は
、
山
地
帯
下
部
に
あ
た
り
、

ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
等
の
植
林
地
が
多
い
。
二
次
林
と
し
て
、
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
カ
エ
デ
類
等

の
落
葉
広
葉
樹
も
生
育
す
る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
キ

ツ
ネ
等
の
大
型
及
び
中
型
の
哺
乳
類
が
生
息
し
、
鳥
類
で
は
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、

ウ
グ
イ
ス
等
の
低
山
帯
の
種
が
生
息
し
、
ま
た
、
周
辺
に
は
、
オ
オ
タ
カ
、
ノ
ス
リ
等
の
猛
禽

類
も
確
認
さ
れ
、
里
山
を
好
む
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

　

南
ア
ル
プ
ス
市
立
芦
安
小
学
校
及
び
同
市
立
芦
安
中
学
校
で
は
、
こ
の
よ
う
な
区
域
を
学
校

林
と
し
て
指
定
し
、
巣
箱
掛
け
、
自
然
観
察
会
等
を
通
し
自
然
環
境
教
育
の
場
と
し
て
活
用
し

て
い
る
。

　

以
上
の
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
野
鳥
を

誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
愛
鳥
思
想
の
普
及
啓
発

を
図
る
も
の
で
あ
る
。
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県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
二
五

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

五　

小
金
沢
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

小
金
沢
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

大
月
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

千
四
百
八
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
小
金
沢
山
（
標
高
二
千
十
四
メ
ー
ト
ル
）
及
び
牛
奥
ノ
雁
腹
摺
山
（
標
高
千

九
百
八
十
五
メ
ー
ト
ル
）
の
東
斜
面
に
位
置
す
る
標
高
二
千
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
百
メ
ー
ト
ル
の

山
岳
地
帯
で
あ
り
、
中
心
に
葛
野
川
が
流
れ
る
。
小
金
沢
山
稜
線
部
に
は
、
コ
メ
ツ
ガ
及
び
シ

ラ
ベ
を
主
体
と
し
た
針
葉
樹
林
が
発
達
し
、
周
辺
部
に
は
ダ
ケ
カ
ン
バ
、
ナ
ナ
カ
マ
ド
等
の
落

葉
広
葉
樹
が
混
成
す
る
。
牛
奥
ノ
雁
腹
摺
山
頂
上
付
近
は
ト
ウ
ヒ
、
シ
ラ
ベ
等
の
疎
林
だ
が
、

頂
上
付
近
ま
で
所
々
カ
ラ
マ
ツ
が
植
林
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
西
側
低
山
帯
に
向
か
っ
て
カ
ラ

マ
ツ
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
等
の
植
林
が
さ
れ
、
沢
沿
い
等
を
中
心
に
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
等

の
広
葉
樹
の
自
然
林
も
発
達
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
地
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
キ
ツ

ネ
等
の
大
型
及
び
中
型
の
哺
乳
類
が
多
く
生
息
し
、
鳥
類
で
は
、
オ
オ
ル
リ
、
コ
マ
ド
リ
等
の

亜
高
山
帯
の
種
か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
の
低
山
帯
の
種
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
中

心
を
流
れ
る
葛
野
川
に
は
カ
ワ
ガ
ラ
ス
等
の
渓
流
を
好
む
種
が
確
認
さ
れ
る
等
多
様
な
鳥
獣
が

生
息
し
て
い
る
。

　

以
上
の
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
豊
か
な
森
林
資
源
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
生

息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

六　

岩
殿
山
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

岩
殿
山
鳥
獣
保
護
区

1　

鳥
獣
保
護
区
の
名
称　

笊
ケ
岳
鳥
獣
保
護
区

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

南
巨
摩
郡
早
川
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

六
百
十
五
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
南
部
に
位
置
し
、
高
峰
の
笊
ケ
岳
（
標
高
二
千
六
百
二
十
九

メ
ー
ト
ル
）
を
中
心
と
す
る
山
岳
地
域
で
、
地
形
は
急
峻
で
谷
が
深
く
南
ア
ル
プ
ス
地
域
で
も

秘
境
の
地
で
あ
る
。

　

当
該
地
域
の
植
生
は
、
笊
ケ
岳
山
頂
付
近
に
は
国
内
の
南
限
に
近
い
ハ
イ
マ
ツ
林
が
分
布

し
、
標
高
二
千
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
付
近
に
は
コ
メ
ツ
ガ
、
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ

シ
ラ
ビ
ソ
、
ト
ウ
ヒ
等
の
亜
高
山
帯
の
針
葉
樹
林
が
発
達
し
、
標
高
千
四
百
メ
ー
ト
ル
の
山
腹

部
分
に
は
ミ
ズ
ナ
ラ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
、
ク
マ
シ
デ
、
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
等
の
広
葉
樹
林
が
発
達
し

て
お
り
、
貴
重
な
原
生
林
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
等
、
ま
た
、
小
型
哺
乳
類
で
は

ア
カ
ネ
ズ
ミ
の
ほ
か
希
少
な
ヒ
ミ
ズ
、
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
イ
ワ
ヒ

バ
リ
、
ホ
シ
ガ
ラ
ス
、
ル
リ
ビ
タ
キ
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
等
の
高
山
・
亜
高
山
帯
を
好
む
森
林

性
の
鳥
類
が
生
息
し
て
い
る
。
ま
た
、
周
辺
に
は
ク
マ
タ
カ
等
の
猛
禽
類
も
生
息
す
る
等
、
豊

か
な
植
生
に
支
え
ら
れ
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
県
で
は
昭
和
四
十
七
年
に
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
六

年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
に
基
づ
く
自
然
保
存
地
区
と
し
て
指
定
し
、
良
好
な
自
然
環
境

の
保
全
を
図
っ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
平
成
十
三
年
度
に
は
環
境
省
が
提
唱
す
る
「
生
物
多
様
性
保
存
の
た
め
の
国
土
区

分
ご
と
の
重
要
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

現
在
指
定
さ
れ
て
い
る
自
然
保
存
地
区
を
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と
し
、
豊
か
な
森
林
資
源

に
生
息
す
る
多
様
な
野
生
鳥
獣
を
含
め
た
自
然
生
態
系
全
体
の
保
護
を
図
る
た
め
、
鳥
獣
保
護

区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
二
六

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
別
保
護
地
区
の
面
積　

三
千
九
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

特
別
保
護
地
区
の
指
定
区
分　

大
規
模
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
を
含
め
た
南
ア
ル
プ
ス
地
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス
の
主
峰
で
あ
る
北
岳
（
標
高
三
千

百
九
十
三
メ
ー
ト
ル
）
を
含
む
白
根
三
山
（
北
岳
、
間
ノ
岳
（
標
高
三
千
百
九
十
メ
ー
ト
ル
）

及
び
農
鳥
岳
（
標
高
三
千
二
十
六
メ
ー
ト
ル
）
）
、
仙
丈
ヶ
岳
（
標
高
三
千
三
十
三
メ
ー
ト

ル
）
及
び
鳳
凰
三
山
（
薬
師
ヶ
岳
（
標
高
二
千
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
）
、
観
音
ヶ
岳
（
標
高
二

千
八
百
四
十
一
メ
ー
ト
ル
）
及
び
地
蔵
ヶ
岳
（
標
高
二
千
七
百
六
十
四
メ
ー
ト
ル
）
）
を
中
心

と
し
た
高
山
帯
の
地
域
で
あ
り
、
中
心
部
に
は
野
呂
川
が
流
れ
地
形
は
急
峻
で
谷
が
深
い
。

　

当
該
区
域
は
、
山
地
帯
か
ら
高
山
帯
の
植
生
に
当
た
る
。
山
地
帯
に
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ

等
の
落
葉
広
葉
樹
及
び
ウ
ラ
ジ
ロ
モ
ミ
等
の
針
葉
樹
が
多
く
生
育
し
、
野
呂
川
流
域
に
は
、
カ

エ
デ
類
も
多
く
生
育
す
る
。
亜
高
山
帯
で
は
、
シ
ラ
ビ
ソ
、
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
及
び
コ
メ
ツ
ガ
が

優
占
す
る
が
、
明
る
い
草
地
に
は
ミ
ヤ
マ
ハ
ナ
シ
ノ
ブ
等
の
貴
重
な
植
物
も
あ
る
。
森
林
限
界

を
越
え
た
高
山
帯
で
は
、
ハ
イ
マ
ツ
が
優
占
す
る
。
高
山
帯
に
は
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
、
ホ
ウ
オ

ウ
シ
ャ
ジ
ン
等
の
日
本
列
島
で
も
特
定
の
地
域
の
み
に
生
育
す
る
貴
重
な
植
物
が
多
く
分
布
す

る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
タ
ヌ
キ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
等
、
ま
た
、

小
型
哺
乳
類
で
は
高
山
性
の
オ
コ
ジ
ョ
の
ほ
か
希
少
な
ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ

及
び
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ラ
イ

チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
イ
ヌ
ワ
シ
、
国
内
希
少
野
生
動
物
種
で

あ
る
ク
マ
タ
カ
が
生
息
す
る
な
ど
、
鳥
類
相
に
お
い
て
は
県
内
で
最
重
要
な
区
域
で
あ
る
。
ま

た
、
イ
ワ
ヒ
バ
リ
、
メ
ボ
ソ
ム
シ
ク
イ
、
コ
マ
ド
リ
、
ビ
ン
ズ
イ
等
の
高
山
・
亜
高
山
性
の
種

か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
ホ
オ
ジ
ロ
等
の
低
山
帯
の
種
ま
で
確
認
さ
れ
る
な
ど
多
種
多

様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
つ
い
て
は
、
当
該
区
域
は
、
南
ア
ル
プ
ス

の
中
で
も
最
も
個
体
数
が
多
い
区
域
で
あ
る
。
当
該
区
域
に
生
息
し
、
又
は
生
育
す
る
動
植
物

は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
、
キ
タ
ダ
ケ
ソ
ウ
等
の
遺
存
種
を
は
じ
め
、
キ
タ
ダ
ケ
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
等
の
希
少

な
固
有
種
が
多
く
、
国
内
で
も
有
数
の
自
然
環
境
を
有
す
る
区
域
で
あ
る
。

　

以
上
の
区
域
の
う
ち
、
最
も
固
有
の
生
態
系
を
有
す
る
中
核
的
な
区
域
を
特
別
保
護
地
区
に

指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

特
別
保
護
地
区
の
管
理
方
針

2　

鳥
獣
保
護
区
の
区
域　

大
月
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

鳥
獣
保
護
区
の
面
積　

八
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
郡
内
領
主
小
山
田
氏
の
城
址
と
し
て
知
ら
れ
る
岩
殿
山
一
帯
の
区
域
で
あ

り
、
そ
の
中
心
に
は
礫
岩
か
ら
な
る
鏡
岩
が
そ
び
え
て
お
り
、
南
方
に
は
桂
川
が
流
れ
る
。
植

生
は
ア
カ
マ
ツ
、
コ
ナ
ラ
等
の
落
葉
広
葉
樹
が
主
体
で
あ
る
が
、
岩
殿
山
の
下
に
は
シ
ラ
カ

シ
、
ア
ラ
カ
シ
等
の
暖
帯
性
の
常
緑
広
葉
樹
の
自
然
林
も
生
育
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
市
街
地
に
近
い
こ
と
か
ら
、
獣
類
で
は
、
キ
ツ
ネ
、
イ
タ
チ
等
の

中
型
哺
乳
類
が
生
息
し
、
鳥
類
で
は
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
メ
ジ
ロ
、
ヒ
ヨ
ド
リ
等
の
里
山
の
種

が
多
く
確
認
さ
れ
、
頂
上
付
近
ま
で
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
自
然
と
の
触
れ

合
い
の
場
と
し
て
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
区
域
を
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
野
鳥
を

誘
致
し
、
野
鳥
と
身
近
に
触
れ
合
え
る
環
境
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
愛
鳥
思
想
の
普
及
啓
発

を
図
る
も
の
で
あ
る
。

㈢　

鳥
獣
保
護
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

鳥
獣
保
護
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に
努

め
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

白
鳳
特
別
保
護
地
区

1　

特
別
保
護
地
区
の
名
称　

白
鳳
特
別
保
護
地
区

2　

特
別
保
護
地
区
の
区
域　

南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
二
七

が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
特
定
鳥
獣
保
護

管
理
計
画
に
基
づ
く
個
体
数
調
整
の
実
施
に
努
め
る
。

⑶　

特
別
保
護
地
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に

努
め
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
三
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

竜
王
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

竜
王
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

甲
斐
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

百
四
十
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

二　

若
神
子
新
町
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

若
神
子
新
町
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

五
百
六
十
へ
ク
タ
ー
ル

三　

穂
坂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

穂
坂
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

韮
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

二
百
六
十
二
・
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
希
少
植
物
等
の
食
害
に
よ
り
生
物
多
様
性

が
損
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め
、
特
定
鳥
獣
保
護

管
理
計
画
に
基
づ
く
個
体
数
調
整
の
実
施
に
努
め
る
。

⑶　

特
別
保
護
地
区
に
お
け
る
鳥
獣
保
護
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
般
県
民
に
対
し
普
及
啓
発
に

努
め
る
。

二　

大
菩
薩
特
別
保
護
地
区

1　

特
別
保
護
地
区
の
名
称　

大
菩
薩
特
別
保
護
地
区

2　

特
別
保
護
地
区
の
区
域　

甲
州
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
別
保
護
地
区
の
面
積　

百
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

5　

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

㈠　

鳥
獣
保
護
区
の
指
定
区
分　

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

㈡　

特
別
保
護
地
区
の
指
定
目
的

　

当
該
区
域
は
、
山
地
帯
か
ら
亜
高
山
帯
の
植
生
に
当
た
る
。
山
地
帯
に
当
た
る
部
分
は
、
ミ

ズ
ナ
ラ
、
ブ
ナ
、
オ
オ
イ
タ
ヤ
メ
イ
ゲ
ツ
等
の
落
葉
広
葉
樹
等
の
自
然
林
の
ほ
か
、
カ
ラ
マ
ツ

植
林
地
も
多
い
。
亜
高
山
帯
は
、
大
菩
薩
峠
（
標
高
千
八
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル
）
を
中
心
と
し

た
尾
根
沿
い
地
域
は
シ
ラ
ビ
ソ
及
び
コ
メ
ツ
ガ
が
優
占
し
た
林
で
あ
る
。
大
菩
薩
峠
か
ら
大
菩

薩
嶺
に
か
け
て
は
、
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
が
優
占
し
た
広
い
草
原
に
な
っ
て
お
り
、
部
分
的
に
ダ
ケ
カ

ン
バ
や
ジ
ゾ
ウ
カ
ン
バ
が
生
育
す
る
。

　

ま
た
、
当
該
区
域
で
は
、
獣
類
で
は
、
大
型
哺
乳
類
の
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ

及
び
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
は
じ
め
、
中
型
哺
乳
類
の
キ
ツ
ネ
、
テ
ン
等
、
ま
た
、
小
型
哺
乳
類
で
は

ヤ
マ
ネ
、
ニ
イ
ガ
タ
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
、
ヒ
メ
ヒ
ミ
ズ
等
が
確
認
さ
れ
、
鳥
類
で
は
、
メ
ボ
ソ
ム
シ

ク
イ
、
コ
ル
リ
等
の
亜
高
山
帯
の
種
か
ら
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
ホ
オ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
等
の
低
山

帯
の
種
ま
で
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。

　

以
上
の
区
域
の
う
ち
、
原
生
な
自
然
環
境
が
保
存
さ
れ
て
い
る
中
核
的
な
区
域
を
特
別
保
護

地
区
に
指
定
す
る
こ
と
で
鳥
獣
の
生
息
環
境
の
保
全
を
図
る
も
の
と
す
る
。

㈢　

特
別
保
護
地
区
の
管
理
方
針

⑴　

定
期
的
な
巡
視
の
実
施
等
に
よ
り
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
及
び
そ
の
生
息
地
の
環
境
に

著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
。

⑵　

当
該
区
域
に
お
い
て
は
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
希
少
植
物
等
の
食
害
に
よ
り
生
物
多
様
性



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
二
八

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

山
梨
市
、
甲
州
市
及
び
笛
吹
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

二
百
六
十
六
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

九　

御
坂
町
戸
倉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

御
坂
町
戸
倉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

笛
吹
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

十
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

十　

御
坂
町
尾
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

御
坂
町
尾
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

笛
吹
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

十
六
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

十
一　

下
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

下
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

南
巨
摩
郡
身
延
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

百
三
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

十
二　

谷
村
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

谷
村
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

都
留
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

四　

福
祉
村
特
定
猟
具
使
用
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

福
祉
村
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

韮
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

五
十
四
・
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

五　

新
府
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

新
府
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

韮
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

百
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル

六　

上
神
取
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

上
神
取
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

八
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

七　

湧
水
・
西
泉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

湧
水
・
西
泉
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
中
北
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

四
百
三
十
六
ヘ
ク
タ
ー
ル

八　

重
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

重
川
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
二
九

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発　

生　

場　

所

発　

生　

年　

月　

日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

富
士
河
口
湖
町

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

小
荒
間
長
坂
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
字
澤
入
一
一
七
三
番
一
二

地
先
か
ら

北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
字
大
小
森
二
六
九
六
番
一

一
地
先
ま
で

旧

六
・
二
～

　
　
　

一
八
・
一

一
三
一
・
九

新

一
〇
・
一
～

　
　
　

五
二
・
二

一
三
一
・
九

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
峡
北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

五
百
六
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

十
三　

秋
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

秋
山
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

二
百
七
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル

十
四　

鳥
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

鳥
沢
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

大
月
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

六
十
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

十
五　

忍
野
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

1　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称　

忍
野
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域

2　

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
区
域　

南
都
留
郡
忍
野
村
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
）

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
自
然
共
生
推
進
課

及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

3　

存
続
期
間　

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

4　

特
定
猟
具
の
種
類　

銃
器

5　

面
積　

八
十
三
・
七
ヘ
ク
タ
ー
ル

山
梨
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
三
〇

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
字
平
次
原
六
千
四
百
二
十
四

番
一
及
び
六
千
四
百
二
十
四
番
四
の
区
域

二　

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
鳴
沢
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

三　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
舟
町
十
四

－

七
S
O
I
L

　

N
i
h
o
n
b
a
s
h
i　

株
式
会
社
S
a
n
u　

代
表
取
締
役　

福
島　

弦

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

小　

宮　

山　
　
　
　

博

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

長
沢
小
淵
沢
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
字
澤
入
四
五
七
一
番
地
先

か
ら

北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
字
大
小
森
二
七
八
五
番
一

地
先
ま
で

旧

七
・
一
～

　
　
　

二
〇
・
七

三
二
〇
・
五

新

七
・
一
～

　
　
　

七
三
・
九

三
二
〇
・
五

一
〇
・
八
～

　
　
　

七
二
・
一

四
五
六
・
七

公　
　
　

告

◉　

公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
農
務
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知

を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。令

和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

測
量
の
種
類　

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
地
内

三　

測
量
の
期
間　

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
六
年
十
月
八
日
ま
で

◉　

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
三
一

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

三
枝
け
ん
じ
応
援
隊

根

津
　

司

田

中

裕

己

笛
吹
市
石
和
町
松
本
九
三
七

－

三

令
和
六
年
九
月
六

日

令
和
六
年
九
月
六

日

大
塚
愛
後
援
会　

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

北
杜

大

塚
　

愛

大

塚
　

智

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

二
四
四
〇

令
和
六
年
九
月
九

日

令
和
六
年
九
月
九

日

渡
邉
啓
治
後
援
会

渡

邉

啓

治

渡

邉

啓

治

北
杜
市
高
根
町
長
沢
二
四
五
一

－

二
八

令
和
六
年
九
月
十

三
日

令
和
六
年
九
月
十

三
日

山
輝
会

山

本

茂

貴

小

林

正

広

笛
吹
市
八
代
町
米
倉
二
五
二

令
和
六
年
九
月
十

八
日

令
和
六
年
九
月
二

十
日

堀
内
た
つ
や
後
援
会

堀

内

達

也

堀

内

達

朗

南
都
留
郡
西
桂
町
小
沼
一
五
三
七

－

一

令
和
六
年
九
月
二

十
六
日

令
和
六
年
九
月
二

十
六
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

山
﨑
君
江
と
未
来
を
語
る
会

宮
川
祺
三
哉

令
和
六
年
九
月
四

日

令
和
六
年
九
月
五

日

旧

前

田

秀

夫

新

広
瀬
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

廣

瀬

国

光

令
和
六
年
九
月
五

日

令
和
六
年
九
月
五

日

旧

廣

瀬

靖

臣

新

西
桂
町
を
守
る
会

堀

内

達

朗

令
和
六
年
九
月
二

十
六
日

令
和
六
年
九
月
二

十
六
日

旧

堀

内

達

也

新

村
松
み
ち
お
と
南
ア
ル
プ
ス
市
の

誇
り
を
つ
な
ぐ
会

小

林

直

樹

令
和
六
年
十
月
一

日

令
和
六
年
十
月
一

日

旧

小

林

正

毅

新

未
来
L
a
b
o

南
ア
ル
プ
ス
市
小
笠
原
三
一
七

令
和
六
年
十
月
一

日

令
和
六
年
十
月
二

日

旧

南
ア
ル
プ
ス
市
鮎
沢
一
〇
九
七

－

一

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

藤
江
き
み
こ
後
援
会

藤
江
喜
美
子

藤

江

顕

英

都
留
市
夏
狩
一
九
七
六

令
和
六
年
八
月
三

十
一
日

令
和
六
年
九
月
十

一
日

シ
ン
・
フ
ジ
ヨ
シ
ダ
を
実
現
す
る
会

眞

田

裕

之

藤

本

隆

志

富
士
吉
田
市
新
西
原
四

－

四

－

四

令
和
六
年
九
月
三

日

令
和
六
年
九
月
二

十
五
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
十
四
号
　
　
令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

四
三
二

そ　

の　

他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
三
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
六
年
十
月
三
十
一
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会　

長　
　

宮　
　

崎　
　

淳　
　

一

一　

指
示
の
内
容　

山
梨
県
内
に
お
い
て
、
イ
ワ
ナ
、
ヤ
マ
メ
又
は
ア
マ
ゴ
（
卵
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
放
流
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
イ
ワ
ナ
、
ヤ
マ
メ
又
は
ア
マ
ゴ
に
つ
い
て
漁
業
権
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が

当
該
漁
業
権
に
基
づ
い
て
放
流
す
る
場
合
、
捕
獲
し
た
イ
ワ
ナ
、
ヤ
マ
メ
又
は
ア
マ
ゴ
を
捕
獲
し
た

場
所
に
再
放
流
す
る
場
合
並
び
に
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
放
流
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二　

指
示
の
区
域　

山
梨
県
内
の
公
共
用
水
面

三　

指
示
の
期
間　

令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
八
年
十
月
二
十
六
日
ま
で

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
二
項
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
指
定
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

指
定
年
月
日

届
出
年
月
日

大

塚
　

愛

市
議
会
議
員

大
塚
愛
後
援
会　

ダ
イ
バ
ー
シ

テ
ィ
北
杜

北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
八
二
四
〇

－

二
四
四
〇

大

塚
　

愛

令
和
六
年
九
月
九

日

令
和
六
年
九
月
九

日

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

藤
江
き
み
こ
後
援
会

藤
江
喜
美
子

藤

江

顕

英

都
留
市
夏
狩
一
九
七
六

令
和
六
年
八
月
三

十
一
日

令
和
六
年
九
月
十

一
日

シ
ン
・
フ
ジ
ヨ
シ
ダ
を
実
現
す
る
会

眞

田

裕

之

藤

本

隆

志

富
士
吉
田
市
新
西
原
四

－
四

－
四

令
和
六
年
九
月
三

日

令
和
六
年
九
月
二

十
五
日


